
先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金 

公募に係るＦＡＱ  

（令和６年７月５日現在） 

１．事業・公募内容について 

ご質問 回答 

1-1 デジタル技術はどのようなものを想

定していますか。 

一般的に知られているデジタル技術として、次のよう

なものを想定しておりますが、下記に限らずご提案を

お受けします。 

 ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット、５Ｇ 

 自動運転、ドローン、VＲ など 

1-2 本事業で求める実証プロジェクトの

イメージはどのようなものですか。 

多くの県内中小企業で活用が見込まれる、デジタル技

術を駆使した新たな製品やサービスの開発を行う実証

事業をお待ちしております。 

1-3 本事業の実施期間はいつまでです

か。 

令和７年２月末までです。 

1-4 募集の締切はいつまでですか。 募集締切は、令和６年７月３１日（水）の午後５時 

までです。募集締切までに、ちば電子申請サービスに

より、提出書類の提出をお願いします。 

1-5 何件程度の採択を予定しています

か。 

事業予算（２，８００万円）の範囲内での採択を予定

しております。なお、１件当たりの最大補助額は 

１，５００万円です。 

1-6 ３次公募はありますか。 現在のところ予定しておりません。 

1-7 工場の生産性向上の取組は補助の対

象になりますか。 

デジタル技術を活用した先進的な取組であれば、対象

になり得ます。  

 ただし、既にあるシステムやデジタルツールの導入

のみでは対象となりませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 



２．応募要件について 

ご質問 回答 

2-1 １社単独の応募は可能ですか。 １社単独での応募はお受けできません。県内の 

中小企業を含む連携体での応募が必須となります。 

2-1 個人の応募は可能ですか。 個人からの応募はお受けできません。連携体に参加 

するメンバーは全て法人である必要があります。 

2-3 連携体に参加するメンバーの数に 

制限はありますか。 

２社以上であれば、制限はありません。 

2-4 大企業の応募も可能ですか。 可能です。ただし連携体として県内中小企業を１社 

以上含めて頂く必要があります。 

2-5 申請の代表者は、県内中小企業であ

る必要がありますか。 

代表者は県内中小企業である必要はありません。連携

体の中で代表者を決めて頂き、代表者が申請をして下

さい。大企業、県外企業でも可能です。 

2-6 大学が、申請の代表者になることは

できますか。 

できません。申請の代表者は、企業に限ります。 

2-7 １社で複数の提案をすることは可能

ですか。 

可能です。 

2-8 １社で複数の提案を行う場合、申請

や企画提案書は別々に作成するので

すか。１つの申請にまとめても良い

ですか。 

それぞれ別に申請、企画提案書の提出をお願いしま

す。提案書ごとに、採否を検討します。 

2-9 申請するプロジェクトについて、同

一の内容で国や他の補助金・競争的

資金を受けていますが、申請可能で

すか。 

完全に同一の内容で、国や他からの補助金等を受けた

（あるいは受けている）事業は、本事業の補助対象と

はなりません。 

ただし、過去の事業と類似した内容であっても、仕様

の変更や新たなフィールドでのチャレンジなど相違点

がありましたら、対象となり得ます。 

2－10 「ちば地域課題解決実証プロジェク

ト補助金」（千葉県商工労働部経済政

策課所管）と同一の内容で申請する

ことは可能ですか。 

同一内容で申請することはできません。 

 

３．補助対象経費について 

ご質問 回答 

3-1 交付決定前に発生した経費も対象に

なりますか。 

対象になりません。交付決定日前に発注、購入、 

契約、又は事業期間終了後に納品、検収等を実施した

ものは原則補助対象外です。  



3-2 消費税も補助対象経費となります

か。 

対象になりません。補助対象経費は、補助事業に要す

る経費から消費税を控除した金額です。 

3-3 上限 1,500万円を大幅に下回る申請

でも問題ありませんか。 

事業実施が可能であれば、1,500万円を大幅に下回る

計画でも問題ありません。ただし、申請の下限額を

100万円（税抜）としておりますので、100万円未満

の申請はお受けできません。 

3-4 機器や備品の購入は認められます

か。 

補助事業の実施に必要な機器、器具については、原則

リースとして下さい。リースが不可能な場合に限り、

購入に要する経費も補助対象とします。 

3-5 外部委託は認められますか。 外部に委託する場合の経費についても補助対象として

います。ただし、以下をご注意ください。 

①補助事業の中核をなす部分を委託することは認めま

せん。 

②経費全体に対する外部委託費の割合は 50％以下と

して下さい。 

3-6 外部委託の「外部」とは何を指しま

すか。連携体の中で業務を委託する

際は、外部委託となりますか。 

外部委託の「外部」とは、連携体の外部に業務を委託

する場合を指します。 

連携体の内部での発注等については、外部委託には含

まれません。 

3-7 精算金額の検査はどのように行いま

すか。 

経費の支払いについて証明できる書類（領収書、納品

書、給与支払い証明書、業務日報、銀行通帳の写し 

等）の確認を実施する予定です。 

 

４．知財について 

ご質問 回答 

4-1 知的財産の取扱いはどのようになり

ますか？ 

本実証プロジェクトについて発生した知的財産権につ

いては、申請者、連携体のメンバーに帰属します。 

 

５．選考方法・評価基準について 

ご質問 回答 

5-1 交付決定はいつ頃を予定しています

か。 

９月中旬頃の交付決定を予定しております。応募件数

によってスケジュールが多少変更となる可能性があり

ます。  

5-2 審査選定について、どのように行う

のですか。 

選定については２段階に分けて実施する予定です。 

①書類審査（１次） 

応募時にご提出頂いたエントリーシート及び補足資料



等の内容をもとに、審査を行います。 

 

②書類審査（２次） 

書類審査（１次）通過者を対象に、外部委員等による

書類審査を行い、採択案件の選定を行います。 

5-3 どのような項目を重視して評価する

のですか。 

下記の項目について評価を行う予定です。 

事業の実施体制 

事業の費用対効果 

デジタル技術の先進性・独自性 

県内企業等、地域経済への波及効果 

市場性・将来性 

実現性 

5-4 審査はどのような方がするのです

か。 

具体的な所属や役職は公表を控えさせて頂きますが、

外部の有識者を含め構成した審査委員にて審査を行う

予定です。 

5-5 審査結果の通知はどのようにされる

のですか。 

審査結果は、応募者全員に文書で通知します。 

メールや電話による合否に関するお問合せには回答 

できかねますので、ご承知おきください。 

 

６．その他 

ご質問 回答 

6-1 採択されたプロジェクトは公開され

るのですか。 

採択案件決定後に、プロジェクトメンバーの名称、 

採択プロジェクトの名称・概要を公表させて頂き 

ます。採択プロジェクトの名称や概要を非公表とする

ことはできません。 

プロジェクトの成果について、事務局が実施する成果

報告会での発表や成果事例集への掲載など、協力を 

求める場合があります。 

 


